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(57)【要約】
【課題】例えば恒温恒湿制御を行うような場合に、冷房
能力が過多とならないような構成等を有する室内機等を
得る。
【解決手段】冷媒と空気との熱交換を行う室内側熱交換
器８と、室内側熱交換器８に流れる冷媒の減圧及び流量
の調整を行う電子膨張弁７と、室内側熱交換器８及び電
子膨張弁７と並列に配管接続し、空調負荷に対して余剰
な冷媒を流すためのバイパス配管１２と、バイパス配管
１２に流す冷媒の流量を調整するためのバイパス電子膨
張弁１１とを備えるものである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷媒と空調対象空間の空気との熱交換を行う室内側熱交換器と、
　該室内側熱交換器と直列に配管接続し、前記室内側熱交換器に流れる冷媒の減圧及び流
量の調整を行う流量調整手段と、
　前記室内側熱交換器及び前記流量調整手段と並列に配管接続し、空調負荷に対して余剰
な冷媒を流すためのバイパス配管と、
　該バイパス配管に流す冷媒の流量を調整するためのバイパス流量調整手段と
を備えることを特徴とする室内機。
【請求項２】
　前記室内側熱交換器及び前記流量調整手段と配管接続して冷媒回路を構成する圧縮機の
目標運転周波数と実際の運転周波数とに基づいて、前記空調負荷に対して余剰な冷媒の流
量を判断し、前記バイパス流量調整手段に前記バイパス配管に流す冷媒の流量を調整させ
ることを特徴とする請求項１記載の室内機。
【請求項３】
　前記圧縮機への液バック防止のため、前記室内側熱交換器及び前記流量調整手段と並列
に配管接続する液バック用バイパス配管と、
　該液バック用バイパス配管に冷媒を流すか否かを制御するためのバイパス開閉手段と
をさらに備えることを特徴とする請求項１又は２記載の室内機。
【請求項４】
　前記圧縮機の吐出温度と前記冷媒の凝縮に係る凝縮温度とに基づいてバイパス開閉手段
を開閉させることを特徴とする請求項３記載の室内機。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の室内機と、
　吸入した冷媒を圧縮して吐出する圧縮機及び空気調和の対象空間外の空気と冷媒との熱
交換を行う室外側熱交換器を備える室外機と
の間を配管接続して冷媒回路を構成することを特徴とする空気調和装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和装置の室内機等に関するものである。特に油回収運転において能力
過多とならないようにするためのものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、冷凍サイクル（ヒートポンプサイクル）を利用した空気調和装置では、基本的
に、圧縮機、室外側熱交換器等を有する室外機（熱源機）と流量制御手段（膨張弁等）、
室内側熱交換器等を有する室内機（負荷側ユニット）とを冷媒配管により接続し、冷媒を
循環させる冷媒回路を構成している。そして、室内機側熱交換器において、冷媒が蒸発、
凝縮する際に、熱交換対象となる空調対象空間の空気から吸熱、放熱することを利用し、
冷媒回路における冷媒に係る圧力、温度等を変化させながら空気調和を行っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１７０５４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　例えば、上記のような冷凍サイクル（ヒートポンプサイクル）を利用した空気調和装置
では、圧縮機の運転周波数を低くして冷媒回路を循環する冷媒流量を少なくして運転する
小容量運転を長時間継続する場合がある。小容量運転を長時間行うと、例えば延長配管部
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分、室内側熱交換器等に油（冷凍機油、潤滑油）が滞留するため、油を圧縮機へ戻すため
に油回収運転を行う。油回収運転の際には圧縮機の運転周波数を増速させる。
【０００５】
　ここで、上記のような冷凍サイクル（ヒートポンプサイクル）を利用した空気調和装置
の中でも、特に設備ＰＡＣのような年間冷房機種では、装置外部からの容量制御指示を利
用して、恒温恒湿制御を行うことが多い。
【０００６】
　恒温恒湿制御を行う場合、装置外部からのデマンド（指示）などによる容量制御で冷房
能力を抑制する。このような状態で長時間運転していると、上記のように油回収運転を行
うこととなり、このとき圧縮機の運転周波数を増速させるため、冷房能力過多となり、恒
温恒湿制御ができなくなる（例えば恒温恒湿制御のような制御においては、能力を可能な
限り一定にする必要があるため、上記の油回収運転のように能力が変化する運転モードが
ないことが望ましい）。
【０００７】
　そこで本発明は、例えば恒温恒湿制御を行うような場合でも、能力過多とならないよう
な構成等を有する室内機等を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の空気調和装置の室内機は、冷媒と空調対象空間の空気との熱交換を行う室内側
熱交換器と、室内側熱交換器と直列に配管接続し、室内側熱交換器に流れる冷媒の減圧及
び流量の調整を行う流量調整手段と、室内側熱交換器及び流量調整手段と並列に配管接続
し、空調負荷に対して余剰な冷媒を流すためのバイパス配管と、バイパス配管に流す冷媒
の流量を調整するためのバイパス流量調整手段とを備えるものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の室内機は、流量調整手段、室内側熱交換器と並列に、バイパス流量調整手段が
設けられたバイパス配管を接続するようにしたので、室内側熱交換器には、空調負荷に対
して必要な冷媒量を流すようにし、余剰の冷媒はバイパス配管に流すことができる。この
ため、例えば空気調和装置において、デマンドなどによる容量制御で冷房運転を行ってい
る時、圧縮機の運転周波数の下限を油回収運転を行う運転周波数よりも高くしておくこと
で油回収運転を回避することができ、このとき、バイパス配管に空調負荷に対して能力過
多となる分の冷媒を通過させることとで、冷房能力が変化することを抑制できるので、安
定した恒温恒湿制御が可能となる。
【００１０】
　ここで、設備ＰＡＣの年間冷房機種では、すべて恒温恒湿制御を目的として使用するわ
けではないので、コスト面も考慮し、恒温恒湿制御を目的としてデマンドなどによる容量
制御を行う物件対応として上記のようなバイパス配管及びバイパス用流量調整手段をオプ
ション設定等にするとよい。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態１の空気調和装置の構成を表す図である。
【図２】本実施の形態１における制御処理のフローチャートを表す図である。
【図３】本発明の実施の形態２の空気調和装置の構成を表す図である。
【図４】本実施の形態２における制御処理のフローチャートを表す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
実施の形態１．
　以下、本発明に関する実施の形態１について説明する。ここで、以下で説明する温度、
圧力の高低については、特に絶対的な値との関係で高低等が定まっているものではなく、
装置等における状態、動作等において相対的に定まる関係に基づいて表記しているものと
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する。
【００１３】
　図１は、この発明の実施の形態１における空気調和装置の構成を表す図である。図１で
は、室外機１００と室内機２００とを冷媒配管（延長配管）で接続した空気調和装置（冷
媒回路）を構成する。室外機（熱源機）１００は、圧縮機１、四方弁２、室外側熱交換器
３、過冷却用熱交換器４、電子膨張弁５、液操作弁６、電子膨張弁７、室内側熱交換器８
、ガス操作弁９、アキュムレータ１０、バイパス電子膨張弁１１、バイパス配管１２、制
御装置１３を有している。　
【００１４】
　圧縮機１は、吸入した冷媒を圧縮して吐出する。ここで、圧縮機１は、インバータ装置
を備え、制御装置１３からの指示に基づいて運転周波数を任意に変化させることにより、
圧縮機１の容量を変化させることができる。四方弁２は、制御装置１３からの指示に基づ
いて冷房運転時と暖房運転時とによって冷媒の流れを切り換える。
【００１５】
　室外側熱交換器３は、冷媒と空気（室外の空気、外気）との熱交換を行う。例えば、冷
房運転時においては凝縮器として機能し、冷媒を凝縮させ、液化させる。
【００１６】
　過冷却用熱交換器４は、冷房運転時に冷媒を過冷却させる。また、電子膨張弁５は、過
冷却用の配管に流れる冷媒の流量、圧力を調整する。
【００１７】
　液操作弁６、ガス操作弁９は、開とすることで室外機１００と室内機２００との間で冷
媒が流入出するようにして冷媒回路としている。
【００１８】
　室内側熱交換器８は冷媒と空調対象空間の空気（空調負荷）との熱交換を行う。例えば
、冷房運転時においては蒸発器として機能し、冷媒に空気の熱を奪わせて蒸発させて気化
させる。また、電子膨張弁７は、開度を変化させることで、室内側熱交換器８における冷
媒の圧力、流量等を調整する主冷媒回路における減圧手段（流量調整手段）である。
【００１９】
　アキュムレータ１０は、余剰冷媒を溜めておく手段である。また、制御装置１３は、演
算、指示等を行って空気調和装置の各手段、機器等を制御する。本実施の形態では、特に
圧縮機１の運転周波数等に基づいて、後述するようにバイパス電子膨張弁１１の開度を制
御して冷媒の一部をバイパス配管１２を通過させるようにし、室内側熱交換器８を流れる
冷媒の量を調整する。ここで、制御装置１３はタイマ（図示せず）を有し、計時を行うこ
とができるものとする。
【００２０】
　以上が室外機１００と室内機２００を配管接続した冷媒回路基本構成であるが、本実施
の形態では、バイパス配管１２及び流量調整手段となるバイパス電子膨張弁１１とで、室
内側熱交換器８に冷媒が流れる主冷媒回路の流路とは別のバイパス回路の流路を形成する
。ここで、バイパス配管１２及び流量調整手段となるバイパス電子膨張弁１１によるバイ
パス回路を室外機１００側で形成させることも可能であるが、室外機１００側でバイパス
回路を形成させてしまうと、室外機１００側と室内機２００側を接続している配管に滞留
した油を戻すために必要な流量を確保できなくなるため、本実施の形態では室内機２００
側にバイパス回路を形成させている。そして、デマンドなどによる容量制御において指令
された圧縮機１の運転周波数が油回収運転を行う周波数となる場合は、制御装置１３が、
バイパス電子膨張弁１１の開度を拡げる制御を行い、バイパス配管１２（バイパス回路側
）に冷媒が流れるようにする。それ以外では、バイパス電子膨張弁１１を閉にしてバイパ
ス配管１２に冷媒が流れないようにする。ここで、例えば設備ＰＡＣの年間冷房機種では
、すべて恒温恒湿制御を目的として使用するわけではないので、コスト面も考慮し、バイ
パス電子膨張弁１１、バイパス配管１２をオプション設定等にするとよい。バイパス回路
の詳細については後述する。
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【００２１】
　本実施の形態の冷媒回路において循環させる冷媒については特に制限するものではない
。例えば、Ｒ２２のような単一冷媒、Ｒ４０７Ｃのような非共沸混合冷媒、Ｒ４１０Ａの
ような疑似共沸冷媒、ＣＯ2 （二酸化炭素）のような自然冷媒などを用いることができる
。
【００２２】
　次に図１の空気調和装置における冷房運転時の主冷媒回路に係る各機器の動作を、冷媒
の流れに基づいて説明する。ここでは冷房運転について説明する。まず、室外機１００に
おいて、圧縮機１により圧縮されて吐出した高温、高圧のガス冷媒は、四方弁２を通過し
て室外側熱交換器３に流入する。
【００２３】
　室外側熱交換器３を通過した冷媒は、室外の空気と熱交換することで凝縮して液化し、
過冷却用熱交換器４、液操作弁６を通過して電子膨張弁７で減圧されて低温低圧の二相冷
媒となり、室内側熱交換器８に流入する。
【００２４】
　過冷却用熱交換器４を通過した冷媒の一部は電子膨張弁５で低温低圧の二相冷媒となり
、過冷却用熱交換器４を流れている冷媒と熱交換している。
【００２５】
　室内側熱交換器８に流入した冷媒は、蒸発してガス化し、さらに四方弁２、アキュムレ
ータ１０を介して圧縮機１に吸入され、前述したように圧縮されて吐出することで循環す
る。
【００２６】
　ここで、冷房運転において、デマンドなどによる容量制御で小容量運転をする時以外は
、バイパス配管１２に冷媒を流してバイパス回路を形成する必要がないため、バイパス電
子膨張弁１１を閉じた状態にしている。
【００２７】
　一方、デマンドなどによる容量制御で指令された圧縮機１の運転周波数が油回収運転を
行う周波数となる場合は、冷房能力過多となって安定した恒温恒湿制御ができなくなる。
そこで、バイパス電子膨張弁１１の開度を調整してバイパス配管１２に冷媒が流れるよう
にし、室内側熱交換器８を流れる冷媒量を調整して冷房能力過多となるのを抑制する。
【００２８】
　図２は実施の形態１における制御装置１３が行う処理のフローチャートを表す図である
。次に、本実施の形態における冷房能力過多を抑制する制御処理について説明する。
【００２９】
　まず、運転モードが冷房運転であるかどうかを判断する（ＳＴ１）。冷房運転であると
判断すると、圧縮機運転周波数ｆ（仮周波数）が油回収運転を行う判断基準の上限の周波
数ｆ１以下を１０分連続で検知しているかどうかを判断する（ＳＴ２）。
【００３０】
　ここで、圧縮機運転周波数ｆ（仮周波数）は、例えばデマンドなどによって指示される
周波数とする。そして、本実施の形態では、油回収運転とならないようにするため、実際
の運転周波数の下限はｆ１＋１としている。このため、圧縮機運転周波数ｆ（仮周波数）
が周波数ｆ１以下を指示していたとしても、実際の運転周波数の下限がｆ１＋１であるた
め、圧縮機１運転周波数はｆ１＋１までしか下げられない。
【００３１】
　判断の結果、以上の条件を満たしていないと判断すると、そのままの運転（主冷媒回路
だけを冷媒循環させる冷房運転）を継続する。一方、条件を満たしていると判断すると、
バイパス回路のバイパス電子膨張弁１１を開としてバイパス配管１２にも冷媒が流れるよ
うにする。ここで、バイパス電子膨張弁１１の開度は以下の手順で決定する。
【００３２】
　実際の圧縮機１の運転周波数Ｆ、凝縮温度Ｔｃ、蒸発温度Ｔｅに基づいて流量Ｇｒを算
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出する（ＳＴ３）。また、圧縮機運転周波数ｆに基づいて負荷冷却に必要な流量Ｇｒ＊を
算出する（ＳＴ４）。そして、算出した流量Ｇｒ及び流量Ｇｒ＊から流量差ΔＧｒ＝Ｇｒ
－Ｇｒ＊を算出する（ＳＴ５）。
【００３３】
　流量差ΔＧｒ（＞０）が冷房能力過多となる流量を表すことになるので、流量差ΔＧｒ
分の流量の冷媒をバイパス配管１２を介して流す必要がある。そこで、算出した流量差Δ
Ｇｒとバイパス電子膨張弁１１の開度との関係式から必要なバイパス電子膨張弁１１の開
度を算出する（ＳＴ６）。そして、バイパス電子膨張弁１１に算出した開度とするように
指示を送る。バイパス電子膨張弁１１の開度を決定してバイパス配管１２に冷媒を流すよ
うにすることで、油回収運転を行わずに室内側熱交換器８に流れる冷媒流量を負荷に対応
させたものとし、長時間の小容量運転を可能とする。
【００３４】
　バイパス回路を形成した後、圧縮機運転周波数ｆ（仮周波数）が周波数ｆ１よりも大き
いかどうかを判断する（ＳＴ７）。圧縮機運転周波数ｆ（仮周波数）がｆ１よりも大きけ
れば、バイパス電子膨張弁１１の開度を閉じるようにして、バイパス配管１２に冷媒が流
れないようにする（ＳＴ８）。圧縮機運転周波数ｆ（仮周波数）がｆ１よりも小さい場合
は、１分経過したものと判断すると（ＳＴ９）、ＳＴ４に戻る。
【００３５】
　以上のように、実施の形態１に係わる空気調和装置では、室内機２００において、電子
膨張弁７、室内側熱交換器８と並列に、バイパス電子膨張弁１１が設けられたバイパス配
管１２を接続してバイパス回路を構成するようにしたので、室内側熱交換器８には、空調
負荷に対して必要な冷媒量を流すようにし、余剰の冷媒はバイパス配管１２に流すことが
できる。そして、圧縮機１の運転周波数を油回収運転を行う周波数以下にしないようにし
、最低の周波数においても、空調負荷に対して室内側熱交換器８の熱交換に必要な冷媒量
よりも多い冷媒が流れる場合には、バイパス電子膨張弁１１の開度を制御して冷媒の一部
をバイパス配管１２を介して流すようにしたので、冷房能力過多にならずに適切な能力供
給を行うことができる。
【００３６】
実施の形態２．
　以下、本発明に関する実施の形態２について説明する。
　図３は、この発明の実施の形態２における空気調和装置の構成を表す図である。前述し
た実施の形態１では、バイパス電子膨張弁１１及びバイパス配管１２によりバイパス回路
を構成し、小容量運転中に油回収運転を行わないようにしつつ、冷房能力が過多となるの
を抑制するようにした。ここで、外気温度が低い状態で冷房運転を行っていると、アキュ
ムレータ１０への液バックが多くなる。圧縮機１の運転周波数を高くし、また、室内側熱
交換器８において蒸発させることで液バックを防止しようとすると冷房能力が過多となる
可能性がある。
【００３７】
　そこで、実施の形態２の空気調和装置では、室内側熱交換器８、バイパス配管１２と並
列に、液バック防止用電磁弁１４を設けたバイパス配管１５をさらに接続して、さらにバ
イパス回路を構成する。そして、例えば、外気温度が低く、液バック状態の運転が続いた
ときには、バイパス配管１５を通過させることでアキュムレータ１０への液バックを抑制
し、圧縮機１の運転周波数を高くしても冷房能力が過多となるのを抑制する。
【００３８】
　図３の空気調和装置において、図１と同じ符号を付している機器等については、実施の
形態１において説明した動作、機能と同様の動作、機能を果たすものである。ここで、本
実施の形態においては、液バック防止用電磁弁１４、バイパス配管１５をさらに追加して
バイパス回路を構成している。そして、空気調和装置の運転状態に基づいて、制御装置１
３は液バック状態の運転が続いていると判断した場合には、液バック防止用電磁弁１４を
開とし、バイパス配管１５に冷媒が流れるようにする。
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【００３９】
　図４は実施の形態２における制御装置１３が行う処理のフローチャートを表す図である
。次に、本実施の形態における液バック防止によって冷房能力過多となることを抑制する
制御について説明する。まず、実施の形態１のＳＴ１、ＳＴ２において説明したように、
まず、運転モードが冷房運転であるかどうかを判断する（ＳＴ１１）。冷房運転であると
判断すると、圧縮機運転周波数ｆ（仮周波数）が油回収運転を行う上限の周波数ｆ１以下
を１０分連続で検知しているかどうかを判断する（ＳＴ１２）。
【００４０】
　判断の結果、以上の条件を満たしていないと判断すると、そのままの運転（主冷媒回路
だけを冷媒循環させる冷房運転）を継続する。一方、条件を満たしていると判断すると、
本実施の形態では、吐出温度Ｔｄと凝縮温度Ｔｃとの差ＴｄＳＨ（吐出過熱度）が２０度
（℃、Ｋ）以上であるかを判断する（ＳＴ１３）。
【００４１】
　ＴｄＳＨが２０度以上であると判断すると、以下、実施の形態１のＳＴ３～ＳＴ９と同
様の運転を行う（ＳＴ１４～ＳＴ２０）。一方、条件を満たしていないと判断すると、液
バック防止用電磁弁１４を開としてバイパス配管１５に冷媒が流れるようにする（ＳＴ２
１）。
【００４２】
　液バック防止用電磁弁１４を開とすることで、バイパス配管１５に冷媒が流れ、高温の
液冷媒がアキュムレータ１０に戻ってくる。これにより、ＴｄＳＨ≧２０度を確保するこ
とができる。ＴｄＳＨ≧２０度とすることで液バックによる圧縮機１の保護のためである
。通常は、ＴｄＳＨ≧２０度を満たすように主回路の電子膨張弁７の開度を調整している
が、それでもＴｄＳＨが２０度未満となるような場合に液バック防止用電磁弁１４を開と
してバイパス配管１５に冷媒が流れるようにする。
【００４３】
　以上のように、実施の形態２に係わる空気調和装置では、室内機２００に室内側熱交換
器８と並列に、液バック防止用電磁弁１４が設けられたバイパス配管１５を接続してバイ
パス回路を構成する。制御装置１３は、圧縮機１に係る吐出過熱度が２０Ｋより小さいと
判断すると、液バック防止用電磁弁１４を開かせてバイパス配管１５に冷媒を介して流れ
るようにしたので、高温の液冷媒がアキュムレータ１０（圧縮機１吸入側）に流れること
により、吐出過熱度を高くして圧縮機１への液バックの発生を防止することができる。こ
のため、例えば低外気の冷房運転でも安定した恒温恒湿制御が可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　上述した実施の形態では、空気調和装置への適用について説明した。本発明は、これら
の装置に限定することなく、例えば冷凍システム、給湯機等のヒートポンプ装置等、冷媒
回路を構成する他の冷凍サイクル装置にも適用することができる。
【符号の説明】
【００４５】
　１　圧縮機、２　四方弁、３　室外側熱交換器、４　過冷却用熱交換器、５　電子膨張
弁、６　液操作弁、７　電子膨張弁、８　室内側熱交換器、９　ガス操作弁、１０　アキ
ュムレータ、１１　バイパス電子膨張弁、１２　バイパス配管、１３　制御装置、１４　
液バック防止用電磁弁、１５　バイパス配管、１００　室外機、２００　室内機。
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